
第１３号議案 

   足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２０年２月２１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区職員の育児休業等に関する条例（平成４年足立区条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「並びに第９条第１項及び第２項」を「、第１０条第１項及

び第２項、第１７条並びに第１９条第１項及び第２項」に改め、「基づ

き」の次に「、並びに育児休業法を実施するため」を加える。 

 第２条第６号中「ほか、」の次に「職員が」を加え、「職員以外」を

「当該職員以外」に改める。 

 第３条第１号中「又は出産した」を「若しくは出産した」に、「、当

該育児休業」を「当該育児休業」に、「取り消された」を「当該育児休

業の承認が取り消された」に改め、同条中第４号を第５号とし、同条第

３号中「の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画に

ついて書面により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業を

し、当該育児休業」を「（この号の規定に該当したことにより当該育児

休業に係る子について既にしたものを除く。）」に、「当該職員の配偶

者」を「当該育児休業をした職員の配偶者」に、「常態として」を「育

児休業その他の特別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）の承

認を得て規則で定める方法により」に、「この号の規定に該当したこと

により当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く」を「当

該職員が、当該育児休業の請求の際両親が当該方法により当該子を養育

するための計画について書面により任命権者に申し出た場合に限る」に

改め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上



若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育する

ことができない状態が相当期間にわたり継続することが見込ま

れることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職

員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。 

 第５条第１号中「育児休業に係る」を「職員が育児休業により養育し

ている」に、「職員」を「当該職員」に改める。 

 第１０条中「の施行」を「に定めるもののほか、育児休業等」に、「特

別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）」を「人事委員会」に

改め、同条を第１８条とする。 

 第９条中「第５条」を「第１１条」に改め、同条を第１７条とする。 

 第８条を第１６条とする。 

 第７条中「、１日を通じて２時間（部分休業により養育しようとする

子について、職員が足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成１０年足立区条例第２号）第１５条第１項又は足立区幼稚園教育

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２年足立区条例第

５９号）第１７条第１項の規定による育児時間を承認されているときは、

２時間から当該育児時間を減じた時間）を超えない範囲内で、職員の託

児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について」を削り、同条

に次の１項を加え、同条を第１５条とする。 

２ 勤務時間条例第１５条第１項又は幼稚園教育職員勤務時間条例第１

７条第１項の規定により育児時間を承認されている職員に対する部分

休業の承認については、１日につき２時間から当該育児時間を減じた

時間を超えない範囲内で行うものとする。 

 第６条各号列記以外の部分中「第９条第１項」を「第１９条第１項」

に改め、同条第３号中「部分休業をしよう」を「職員が部分休業により

養育しよう」に改め、「部分休業により」を削り、「職員以外」を「当

該職員以外」に改め、同号を同条第４号とし、同条中第２号を第３号と

し、第１号の次に次の１号を加え、同条を第１４条とする。 

 （２） 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間



勤務をしている職員 

 第５条の２の見出し中「任期付採用職員の」を「育児休業に伴う任期

付採用に係る」に改め、同条を第６条とし、同条の次に次の７条を加え

る。 

 （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第７条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる

職員とする。 

 （１） 非常勤職員 

 （２） 臨時的に任用される職員 

 （３） 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用され

た職員 

 （４） 足立区職員の定年等に関する条例（昭和５９年足立区条例第

３号）第４条第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務し

ている職員 

 （５） 育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項（地方公営企業

等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）附則

第５項において読み替えて準用する地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）第３９条第３項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の育児短時間勤務をいう。以下同じ。）

をすることにより養育しようとする子について、配偶者が育児

休業法その他の法律により育児休業をしている職員 

 （６） 前号に掲げる職員のほか、職員が育児短時間勤務をすること

により養育しようとする時間において、育児短時間勤務をする

ことにより養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が

養育することができる場合における当該職員 

 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場

合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

第８条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 



 （１） 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、若しく

は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、

又は第１１条第２号に掲げる事由に該当したことにより当該育

児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しく

は出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、

又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。 

 （２） 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受け

たことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、

当該休職又は停職の期間が終了したこと。 

 （３） 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は

身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る

子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続する

ことが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り

消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に

回復したこと。 

 （４） 育児短時間勤務の承認が、第１１条第３号に掲げる事由に該

当したことにより取り消されたこと。 

 （５） 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育

児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。）の終了

後、当該育児短時間勤務をした職員の配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該子の親であ

るものに限る。）が３月以上の期間にわたり当該子を育児休業

その他の人事委員会の承認を得て規則で定める方法により養育

したこと（当該職員が、当該育児短時間勤務の請求の際両親が

当該方法により当該子を養育するための計画について書面によ

り任命権者に申し出た場合に限る。）。 

 （６） 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居し

たことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができ

なかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子



について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が

生じることとなったこと。 

 （育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態） 

第９条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態は、

足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１０年足立

区条例第２号。以下「勤務時間条例」という。）第３条第２項若しく

は第４条第２項又は足立区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例（平成１２年足立区条例第５９号。以下「幼稚園教育職

員勤務時間条例」という。）第４条第２項若しくは第５条第２項の規

定の適用を受ける職員についての次に掲げる勤務の形態（育児休業法

第１０条第１項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態を除く。）

とする。 

 （１） ４週間ごとの期間につき８日以上を週休日（勤務時間条例第

４条第１項又は幼稚園教育職員勤務時間条例第５条第１項に規

定する週休日をいう。以下同じ。）とし、当該期間につき１週

間当たりの勤務時間が２０時間、２４時間又は２５時間となる

ように勤務すること。 

 （２） ４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合の

日を週休日とし、当該期間につき１週間当たりの勤務時間が２

０時間、２４時間又は２５時間となるように勤務すること。 

 （育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続） 

第１０条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、書面により、

育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の１月

前までに行うものとする。 

 （育児短時間勤務の承認の取消事由） 

第１１条 育児休業法第１２条において準用する育児休業法第５条第２

項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。 

 （１） 職員が育児短時間勤務により養育している子を、当該育児短

時間勤務をすることにより養育している時間に、当該職員以外



の当該子の親が養育することができることとなったとき。 

 （２） 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務

に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとすると

き。 

 （３） 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務

の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。 

 （育児休業法第１７条の条例で定めるやむを得ない事情） 

第１２条 育児休業法第１７条の条例で定めるやむを得ない事情は、過

員を生ずることとする。 

 （育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知） 

第１３条 任命権者は、育児休業法第１７条の規定による短時間勤務を

させる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書

面によりその旨を通知しなければならない。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、次条

の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 平成２０年４月１日以後の育児短時間勤務に係るこの条例によ

る改正後の第１０条で定める育児短時間勤務の承認の請求及び承認は、

前条の規定にかかわらず、公布の日から行うことができる。 

 

 （提案理由） 

 育児短時間勤務制度の実施に伴い、規定を整備する必要があるので、

この条例案を提出いたします。 


